
事業評価調書〔新規要求公共事業〕
令 和 2 年 11 月 25 日

部 課
９ 快適で安全・安心な暮らしをつくる 班 （内線）
（４）災害に強く命を守る県土強靭化の推進
⑤
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事業評価
の視点

【基本方針】
　本県は毎年台風や梅雨前線豪雨などによる被害を受けていることから、河川
はん濫による浸水被害を防止するため、治水施設等のハード対策やダム情報
基盤等のソフト対策を進め、自然災害に強い安全な県土づくりに向けて着実な
推進を図る。

【事業評価の視点】
　①河川の規模、②流域の社会的重要性・将来像、③想定される被害、過去
の災害、④経済効果の４項目を総合的に考慮。

事業概要

流下能力向上のために河道拡幅、河床掘削、護岸工、橋梁架替、堰改築など
を行う。

国
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＜様式１＞

事業所管
土木

河川防災
河川

施策
戦略

評価対象事業名 災害復旧助成事業

事業箇所名 市町村名

3084

作成年月日

事業群 地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進

長崎県総合計画上
の位置づけ

佐奈河内川

課（室）長名 浦瀬　俊郎

大村市

（概要）河川の災害が激甚であって、一定区域内の被害が著しいため災害復
旧工事のみでは充分な効果が期待出来ない場合に改良費を加えて一定計画
のもとに施行する改良事業
（一般基準）
・被害が激甚であって災害復旧工事のみでは充分な効果を期待できないもの
・総工事費のうち助成工事費の占める割合が原則として５割以下のものであっ
て６億円を超えるもの（ただし、一般被害が激甚である場合、想定される経済
効果が著しく大きい場合、最近における地価の異常な高騰により総工事費のう
ち用地費及び補償費が多額にのぼる場合においては、助成工事費が５割以上
であっても採択される。）
・原則として他の改良計画のないもの
・助成事業費によって得られる効果が大であるもの
・上下流（前後）に悪影響を与えないもの

＜負担区分＞ ＜県費の継ぎ足し＞
条件地元
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＜様式２＞ 

県債 一般財源

全体計画延長　Ｌ＝2,370m
河道拡幅、河床掘削、護岸工、橋梁架替、堰改築

2,400,000 1,200,000 1,080,000 120,000 0

費用便益比 ― 負担割合 国：県：地元＝50％：50％：00％

2,400,000 1,200,000 1,080,000 120,000 0

1,000,000 500,000 450,000 50,000 0

事業
主体

地域の要望等

大村市より緊急要望書の提出があり、
早期復旧を要望された。

50,000 0

（ふりがな）
事業箇所名

事業費 国費
県費

市町村費等

合計

1,000,000

R5

事業
完了
予定
年度

佐奈
さなごうちがわ

河内川 大村市

市町村名

県

測量、調査、設計、護岸工 500,000 450,000

令和２年度新規要求箇所評価調書（災害復旧助成事業)

総合
評価

A

　当河川は、令和２年７月豪雨により広範囲で
護岸が被災し、また大規模な浸水被害も発生し
ている。このことから、同規模の洪水に対し浸
水被害を解消させるため、被災した施設の復旧
と河道の拡幅を行うものである。

新規要望理由
（必要性、目的、効果、優先性、緊急性等）

事業概要

(上段：全体、下段：R2）

事業費（単位：千円）
（上段：全体、下段：R2）
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